
○ 統計法（平成１９年法律第５３号）抄  

（事業所母集団データベースの整備）  

第二十七条 総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査そ

の他の統計を作成するための調査における被調査者（当該調査の報告を求められる個人

又は法人その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。）の負担の軽減に資す

ることを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人そ

の他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するも

のとする。  

２ 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げ

る目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を

受けることができる。  

一 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計を作成するための調

査の対象の抽出 

二 その行う事業所に関する統計の作成  

  

  

○ 地方自治法（平成２２年法律第６７号）抄  

第三節 委員会及び委員  

第一款 通則 

第百八十条の五 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなけ

ればならない委員会及び委員は、左の通りである。 

一 教育委員会 

二 選挙管理委員会 

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 

四 監査委員  

２ 前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置か

なければならない委員会は、次のとおりである。 

一 公安委員会 

二 労働委員会 

三 収用委員会 

四 海区漁業調整委員会 

五 内水面漁場管理委員会 

３ 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かな

ければならない委員会は、左の通りである。 

一 農業委員会 

二 固定資産評価審査委員会 

４～８ （略）  


